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１

１．紹介受診重点医療機関について



２

２．紹介受診重点医療機関になると何が変わるのか

１．紹介状なしで受診する場合の定額負担

２．紹介受診重点医療機関入院診療加算の算定

✓ 紹介受診重点医療機関になると、特定機能病院と地域医療支援病院（一般病床200床以上に限る）と同様に、紹介状を持たずに受診した患者から定額負担
（初診時7,000円以上、再診時3,000円以上）を徴収する義務が課される。

※ 定額負担の対象となるのは、一般病床200床以上の病院に限る。

✓ 入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等による入院医療の質の向上を想定した加算である「紹介受診重点医療機関入院診療加算 800点（入院初日）」の
算定が可能となる。

✓ なお、「地域医療支援病院入院診療加算 1,000点（入院初日）」と別に算定はできない。
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２．紹介受診重点医療機関になると何が変わるのか

３．連携強化診療情報提供料の算定

✓ 紹介受診重点医療機関になると、かかりつけ医から紹介された患者が紹介先となる医療機関を受診し、その診療状況を示す文書を紹介元に提供した際に算定できる
「連携強化診療情報提供料」が算定可能となる。

✓ 紹介受診重点医療機関に手上げをしていない地域医療支援病院でも、「連携強化診療情報提供料」の算定は可能だが、 算定するためには従来の「診療情報提供
料（ⅲ）」のように、紹介元がかかりつけ医機能を評価する診療報酬を取得しているかの確認等が必要となる。

✓ 一方、紹介受診重点医療機関の場合、紹介元がかかりつけ医でなくとも、診療情報提供をすることで「連携強化診療情報提供料」を算定することが可能となる。
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３．外来機能報告制度を活用した紹介受診重点医療機関に係る協議の進め方



４．紹介受診重点医療機関となる意向のある医療機関について

5

【 令和７年度外来機能報告（R6.4～R7.3における実績）】

No. 医療機関名

R6年度
紹介受診
重点医療
機関

紹介受診重点外来の基準 参考とする水準 医療機関
から説明の
有無

初診率 再診率 紹介率 逆紹介率

1 北部地区医師会病院 ○ 67.0% 34.3%

2 沖縄県立北部病院 ○ 40.9％ 36.6％

3 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 ○ 74.6% 31.9%

4 社会医療法人敬愛会 中頭病院 ○ 45.2% 40.4%

5 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 ○ 61.6% 46.2%

6 医療法人徳洲会 中部徳洲会病院 ○ 46.9% 41.9%

7 沖縄県立中部病院 ○ 43.4% 31.5%

8 医療法人おもと会 大浜第一病院 ○ 53.6% 37.5%

9 沖縄赤十字病院 ○ 45.7% 33.0%

10 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 ○ 52.8% 40.0%

11 社会医療法人友愛会 友愛医療センター ○ 64.4% 39.6%

12 琉球大学病院 ○ 62.3% 31.5%

13 地方独立行政法人 那覇市立病院 ○ 43.0% 38.0%

14 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター ○ 28.6% 32.7% 58.3% 65.6%

15 医療法人徳洲会 南部徳洲会病院 ○ 39.5% 34.7% 50.6% 68.2%

16 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院 19.6％ 25.2％ 21.5％ 28.0% ○

17 沖縄県立宮古病院 ○ 49.8％ 27.2％

18 沖縄県立八重山病院 ○ 28.3％ 28.9％ 16.4％ 28.0％ ○

重点外来の件数の占める割合が

✓ 初診の外来件数の40%以上 かつ
✓ 再診の外来件数の25%以上

✓ 紹介率50%以上 かつ
✓ 逆紹介率40%以上

紹介受診重点医療機関となる意向のある医療機関は、下表のとおりです。



４．紹介受診重点医療機関となる意向のある医療機関について
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【 令和７年度外来機能報告（R6.4～R7.3における実績）】

No. 医療機関名

R6年度
紹介受診
重点医療
機関

紹介受診重点外来の基準 参考とする水準
医療機関
から説明
の有無

初診率 再診率 紹介率 逆紹介率

1 北部地区医師会病院 ○ 67.0% 34.3%

2 沖縄県立北部病院 ○ 40.9％ 36.6％

重点外来の件数の占める割合が

✓ 初診の外来件数の40%以上 かつ
✓ 再診の外来件数の25%以上

✓ 紹介率50%以上 かつ
✓ 逆紹介率40%以上

紹介受診重点医療機関となる意向のある医療機関は、下表のとおりです。

・No.1～2については、紹介受診重点医療機関となる基準を満たしており、協議の場における確認で十分とされている。

以上を踏まえ、当医療機関を紹介患者への外来を基本とする「紹介受診重点医療機関」としてよいか協議をお願いします。

※ No.1～2は、過年度協議により紹介受診重点医療機関として公表済ですが、紹介受診重医療機関の公表にあたっては、毎年度、協議の
場での確認が必要となっています。
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